
（
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府

と
の
間
の
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
等
に
関
す
る
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下
「
二
千
十
三
年
議
定
書
」
と
い
う
。
）
、

二
千
十
三
年
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
二
千
三
年
十
一
月
六
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関

す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
条
約
（
以
下
「
条
約
」

と
い
う
。
）
、
二
千
十
三
年
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
二
千
三
年
十
一
月
六
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書

（
以
下
「
二
千
三
年
議
定
書
」
と
い
う
。
）
及
び
租
税
に
関
す
る
二
千
三
年
十
一
月
六
日
付
け
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
（
以
下
「
二
千
三
年
交
換
公
文
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
合
意
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
次
の
提

案
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
行
う
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

二
千
三
年
交
換
公
文
５
、
７
及
び
８
を
削
り
、
６
を
５
と
す
る
。

２

日
本
国
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法



（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
復
興
特
別
所
得
税
及
び
復
興
特
別
法
人
税
は
、
条
約
第
二
条

２
に
規
定
す
る
同
一
で
あ
る
租
税
又
は
実
質
的
に
類
似
す
る
租
税
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

３

条
約
第
十
五
条
の
規
定
に
関
し
、
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が
法
人
の
取
締
役
会
の
構
成
員
と
し
て
役
務
を
提
供
し
な
い

場
合
に
は
、
当
該
居
住
者
の
役
職
又
は
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
は
、
当
該
居
住
者
が
取
得
す
る
報
酬
に
つ
い
て

適
用
し
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
法
人
の
取
締
役
会
の
構
成
員
が
当
該
法
人
に
お
け
る
他
の
職
務
（
例
え
ば
、

通
常
の
被
用
者
、
相
談
役
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の
職
務
）
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
は
、
当
該
他
の
職

務
を
理
由
と
し
て
当
該
構
成
員
に
支
払
わ
れ
る
報
酬
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

４

条
約
第
二
十
五
条
５
の
規
定
に
関
し
、
租
税
の
徴
収
手
続
が
停
止
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
方
又
は
双
方
の

締
約
国
の
措
置
に
よ
り
条
約
の
規
定
に
適
合
し
な
い
課
税
を
受
け
た
か
否
か
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
が
了
解
さ

れ
る
。

５

条
約
第
二
十
七
条
１
の
規
定
に
関
し
、
被
要
請
国
が
支
援
を
行
う
た
め
に
妥
当
な
努
力
を
払
っ
た
が
、
要
請
国
の
た
め
に

租
税
債
権
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
支
援
を
行
う
義
務
は
履
行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
了
解
さ

れ
る
。



６

条
約
第
二
十
七
条
４

の
規
定
に
関
し
、
「
消
費
税
」
と
は
、
日
本
国
が
課
す
る
消
費
税
の
み
を
い
い
、
日
本
国
の
地

(a)
(i)

方
公
共
団
体
が
課
す
る
消
費
税
を
含
ま
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

７

条
約
第
二
十
七
条
４

及
び
二
千
三
年
議
定
書
１

の
規
定
に
関
し
、
「
外
国
保
険
業
者
の
発
行
し
た
保
険
証
券
に
対

(b)
(ii)

(a)

す
る
連
邦
消
費
税
」
と
は
、
合
衆
国
の
内
国
歳
入
法
第
四
千
三
百
七
十
一
条
か
ら
第
四
千
三
百
七
十
四
条
ま
で
の
規
定
に

従
っ
て
課
さ
れ
る
租
税
を
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

８

条
約
第
二
十
七
条
４

及
び
二
千
三
年
議
定
書
１

の
規
定
に
関
し
、
「
民
間
財
団
に
関
す
る
連
邦
消
費
税
」
と
は
、

(b)
(iii)

(b)

合
衆
国
の
内
国
歳
入
法
第
四
千
九
百
四
十
条
か
ら
第
四
千
九
百
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
課
さ
れ
る
租
税
を
い
う
こ

と
が
了
解
さ
れ
る
。

９

条
約
第
二
十
七
条
４

の
規
定
に
関
し
、
「
被
用
者
及
び
自
営
業
者
に
関
す
る
連
邦
税
」
と
は
、
合
衆
国
の
内
国
歳
入

(b)
(iv)

法
第
二
章
及
び
第
二
十
一
章
か
ら
第
二
十
三
Ａ
章
ま
で
の
規
定
に
従
い
課
さ
れ
る
租
税
を
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

二
千
十
三
年
議
定
書
第
十
五
条
４
の
規
定
に
関
し
、
条
約
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定

10
に
定
め
る
全
て
の
条
件
及
び
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
規
定
の
対
象
と
な
る
事
案
又
は
租
税
債
権
に
係
る
課
税

年
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
千
十
三
年
議
定
書
が
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。



本
使
は
、
前
記
の
提
案
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
と
っ
て
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
書
簡
及
び
閣
下
の

返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
、
二
千
三
年
十
一
月
六
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る

租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
条
約
を
改
正

す
る
二
千
十
三
年
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
三
年
一
月
二
十
四
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

佐
々
江
賢
一
郎

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

国
務
長
官

ヒ
ラ
リ
ー
・
ロ
ダ
ム
・
ク
リ
ン
ト
ン
閣
下



（
米
国
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
長
官
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
長
官
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
前
記
の
提
案
を
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡

が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
本
日
署
名
さ
れ
た
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
長
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。



二
千
十
三
年
一
月
二
十
四
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

国
務
長
官
に
代
わ
る

カ
ー
ト
・
Ｍ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

佐
々
江
賢
一
郎
閣
下


